
標準報酬産前産後休業終了時改定申出書  

※引き続き育児休業を取得する場合は提出不要です。  

※短時間勤務制度及び部分休業を取得する場合は併せて「養育期間特例申出書」を提出してください。  

 

（注）「産前産後休暇終了日の翌日が属する月以降３か月間」とは、産前産後休暇終了日の翌日にお

いて継続して組合員であった期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が１７

日未満である月がある場合、その月は産前産後休業終了時改定の算定に使用しません。  


